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障害支援区分認定者の要介護度認定状況 

 

区分 

要介護度 ※２ 

要介護

５ 

要介護

４ 

要介護

３ 

要介護

２ 

要介護

１ 

要支援

２ 

要支援

１ 
非該当 上位 下位 

障

害

支

援

区

分 

区分

６ 
72.9% 16.1% 5.4% 3.3% 1.5% 0.4% 0.4% 0.0% － 27.1% 

区分

５ 
21.7% 31.7% 20.8% 15.0% 4.1% 5.3% 1.5% 0.0% 21.7% 46.7% 

区分

４ 
4.5% 11.8% 21.5% 26.7% 21.0% 8.4% 3.6% 2.5% 16.3% 62.2% 

区分

３ 
1.2% 3.1% 8.8% 23.3% 22.3% 19.6% 14.6% 7.2% 13.1% 63.7% 

区分

２ 
1.1% 1.6% 2.6% 10.7% 20.5% 25.8% 25.1% 12.7% 16.0% 63.6% 

区分

１ 
1.0% 0.3% 1.8% 4.4% 12.4% 16.3% 34.4% 29.5% 19.9% 29.5% 

※１ 平成 25 年度中に 65 歳に到達した障害福祉サービス利用者が対象 

（全国の政令市・中核市・都道府県ごとに人口の多い２市２町１村） 

※２ 障害支援区分－１＝要介護度とみなし（太枠。ただし、区分１＝要支援１・２）、 

それより上位又は下位に判定された割合 

※３ 色付セルは、最も判定の多かった要介護度 
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－1－ 

制度適用に関するリーフレット（兵庫県） 
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－2－ 
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－3－ 
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申請からサービス利用までの流れ 

要介護認定申請

 　介護給付　　    　　訓練等給付

居宅介護支援事業者又は地域包括
支援センターと契約

居宅サービス計画又は介護予防
サービス計画の作成依頼

ケアプラン作成依頼届出書提出

ケアプラン作成

サービス担当者会議

ケアプラン説明・同意

サービス事業者と契約

サービス利用

サービス担当者会議

サービス等利用計画作成

サービス等利用計画説明・同意

サービス事業者と契約

サービス利用

相談支援事業者と契約

サービス等利用計画案作成依頼

サービス等利用計画案作成

サービス等利用計画案説明・同意

サービス等利用計画案提出

支給決定

【障害福祉サービス】 【介護保険サービス】

計画相談費・サービス支給申請

障害支援区分認定
　①認定調査
　②医師意見書作成
　③一次判定
　（コンピュータ）
　④二次判定
　（市町審査会）
　⑤認定結果通知

要介護認定
　①認定調査
　②医師意見書作成
　③一次判定（コンピュータ）
　④二次判定（市町審査会）
　⑤認定通知結果

→

市

相 ＝相談支援事業者

→ 利市

→利 相

→ 利市

↔利 サ

利サ

相

相

相

→利 市

↔利 相

→利 市

↔ 利相

↔ 利相

↔

→

→

利 ＝利用者

＝市町

サ ＝サービス事業者

→ 利市

→利 相

→ 利市

↔利 サ

利サ

相

相

相

→利 市

サ

居 ＝居宅介護支援事業者

↔利 相

→利 市

↔ 利相

↔ 利相

包 ＝地域包括支援センター

→利 市

→ 利市

→利 居

→利 市

→

↔利 サ

利サ

居

居

↔利 居

居

↔

→利 市

→ 利市

→利 居

→利 市

→

↔利 サ

利サ

利居

居

↔利 居

→ サ居

包

包

包

包

包
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障害支援区分認定と要介護認定 

障害支援区分 要介護認定

全80項目 全74項目

　①移動や動作等（12） 　①身体機能・起居動作（20）

　②身の回りの世話や日常生活等（16） 　②生活機能（12）

　③意思疎通等（6） 　③認知機能（9）

　④行動障害（34） 　④精神・行動障害（15）

　⑤特別な医療（12） 　⑤社会生活への適応（6）

　⑥その他(特別な医療)（12）

「できたりできなかったりする場合」は「で
きない状況」に基づき判断

「できたりできなかったりする場合」は「よ
り頻回な状況」に基づき判断

「障害の状態や難病等の症状に変化がある場
合」は「支援が必要な状態」に基づき判断

「障害の状態や難病等の症状に変化がある場
合」も「より頻回な状態」に基づき判断

上記「判断基準」のような場合、その頻度や
支援の詳細な状況

調査対象者や介護者からの聴き取り内容や選
択根拠等。介護の手間、頻度。

認定調査員が判断に迷った場合、その内容及
び判断に迷った原因

調査項目の定義に当てはまらない、選択基準
に含まれない場合、選択根拠、介護の手間、
頻度（ただし、審査会の一次判定の修正・確
定に委ねる）

「思い込み、勘違い等」「妄想や幻覚の有
無」「犯罪行為の繰り返し」「性的な問題行
動」等に対する支援に関すること

日頃の状況、用具の使用状況等

24項目

　①麻痺（5）

　②関節の拘縮（9）

　③精神症状・能力障害二軸評価（2）

　④生活障害評価（7）

　⑤てんかん（1）

①認定調査票
　特記事項

①認定調査票
　特記事項

②医師意見書
　一次判定で評価した項目以外の項目

②医師意見書
　全項目

①一次判定の修正・確定 ①２号被保険者の｢特定疾病｣に関する確認

②審査対象者の全体像の把握 ②一次判定の修正・確定

③支援の必要度合いの検討 ③介護の手間にかかる審査判定

④一次判定結果の検証 ④状態の維持・改善可能性に係る審査判定

⑤障害支援区分判定（二次判定） ⑤要介護認定（二次判定）

⑥市町審査会として付する意見 ⑥介護認定審査会として付する意見

審査請求先 兵庫県知事

審査機関 兵庫県障害福祉審議会不服審査部会

裁決庁 兵庫県知事

・２号被保険者の「特定疾病」に関する確認
・認知症高齢者の日常生活自立度

区分

一
次
判
定

（

コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
判
定
）

認定調査項目

判断基準

特記事項欄へ
の記載事項

医師意見書

二
次
判
定
（

審
査
会
）

審査事項

二次判定のス
テップ

審
査
請
求

兵庫県介護保険審査会
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支給決定（認定）・支給量 

区分 障害福祉サービス 介護保険サービス

支給決定・
認定

市町が支給決定（サービスごと） 市町が要介護認定（総枠）

訪問系サービス：時間／月（30分単位） 要支援１： 5,003単位

短期入所：日／月（利用必要日数） 要支援２：10,473単位

重度障害者等包括支援：単位／月 要介護１：16,692単位

日中活動系サービス 要介護２：19,616単位

　　　：日／月（各月の日数－８日） 要介護３：26,931単位

居住系サービス 要介護４：30,806単位

　　　：日／月（各月の暦日数） 要介護５：36,065単位

　※　１単位当たり10～11.05円

障害支援区分認定期間上限：３年 要介護認定期間上限：２年

支給決定期間

　療養介護・生活介護・施設入所支援
　就労継続支援・共同生活援助 → ３年

　就労移行支援(養成施設)　　 → ５年

  上記以外のサービス　　　　 → １年

支給決定・
認定の効力
発生日

介護給付費等支給決定日（一般的には月
の初日とすることが多い）

要介護認定申請日

計画作成

市町が決定した支給量の範囲内で、相談
支援専門員がサービス等利用計画を作成
　→　日数又は時間数で管理が基本

支給限度額の範囲内で、介護支援専門員
が居宅サービス計画（介護予防サービス
計画）を作成
　→　単位数で管理

利用可能
サービス
(詳細別紙)

障害支援区分により利用できないサービ
スあり
　居宅介護：障害支援区分１以上
　生活介護：障害支援区分３以上　等

要介護度により利用できないサービスあ
り
　定期巡回・随時対応型訪問介護看護
　　　：要介護１以上
　福祉用具貸与のうち車いす等
　　　：要介護２以上　等

支給量
支給限度額

支給決定・
認定期間

  



50 

 

利用に際し、一定の要件があるサービス 

障害種別 障害支援区分 その他利用者に係る要件

②進行性筋萎縮症に罹患している者

③重症心身障害者

④遷延性意識障害者等又はこれに準ずる者

　（上記①～③に該当しない者）

区分５以上 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者

区分３以上

区分２以上 50歳以上の者の場合

区分４以上

区分３以上 50歳以上の者の場合

機能訓練 不要

生活訓練 不要

個人単位で居宅介護等を利用する場合
（平成30年3月31日までの特例措置）

自立
訓練

身体障害又は難病等

知的・精神

共同生活援助 － 区分４以上

療養介護 －
区分６

ＡＬＳ等気管切開を伴う人工呼吸管理を行っ
ている者

生活介護

日中活動として生活
介護のみ利用する場
合

障害者支援施設に入
所する場合

短期
入所

福祉型 － 区分１以上

医療型

短期入所サービス費
　(Ⅰ)(Ⅱ) 区分６

①気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理
を行っている者

特定短期入所サービ
ス費(Ⅰ)(Ⅱ)
　(Ⅳ)(Ⅴ)

区分５以上

上記以外 区分１以上
⑤医師によりＡＬＳ等の運動ニューロン疾患
の分類に属すると診断された者

行動援護 知的・精神 区分３以上
認定調査項目のうち「行動関連項目等（12項
目）」の合計点数が10点以上

重度障害者等包括支援

身体障害

区分６

①重度訪問介護の対象で、四肢全てに麻痺等
があり、寝たきり状態
②人工呼吸器による呼吸管理

知的障害
上記①に加え、
②最重度知的障害者

知的・精神
認定調査項目のうち「行動関連項目等（12項
目）」の合計点数が10点以上

同行
援護

身体介護を伴わな
い場合

視覚障害

不要

①同行援護アセスメント調査票による調査項
目中｢視力障害｣｢視野障害｣｢夜盲｣のいずれか
が１点以上
②同項目中｢移動障害｣が１点以上

身体介護を伴う場
合

区分２以上
上記①、②に加え
③認定調査項目のうち｢歩行｣｢移乗｣｢移動｣｢排
尿｣｢排便｣のいずれかが一定以上に認定

重度訪問介護

肢体不自由

区分４以上

①二肢以上に麻痺等
②認定調査項目の｢歩行｣｢移乗｣｢排尿｣｢排便｣
のいずれも「支援不要」以外に認定

知的・精神
認定調査項目のうち「行動関連項目等（12項
目）」の合計点数が10点以上

＜障害福祉サービス＞

サービス名

居宅
介護

通院等介助（身体
介護を伴う場合）

－

区分２以上
認定調査項目のうち｢歩行｣｢移乗｣｢移動｣｢排
尿｣｢排便｣のいずれかが一定以上に認定

上記以外 区分１以上
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要介護度 その他利用者に係る要件

①手すり（工事を伴わないもの）

②スロープ（工事を伴わないもの）

③歩行器

④歩行補助つえ

⑤自動排泄処理装置

　（尿のみを吸引するものに限る）

上記①から⑤に加え、

⑥車いす及び付属品

⑦特殊寝台及び付属品

⑧床ずれ防止用具

⑨体位変換器

⑩認知症老人徘徊感知機器

⑪移動用リフト（つり具を除く）

上記①から④、⑥から⑪に加え、

⑫自動排泄処理装置

　（尿のみを吸引するもの以外も対象）

＜介護保険サービス＞

サービス名

訪問介護

通院等乗降介助 要介護１以上

身体介護

要介護１以上
介護予防・日常生活支援総合事業実施市町
のみ

生活援助

通所介護 要介護１以上
介護予防・日常生活支援総合事業実施市町
のみ

福祉用具貸与

要支援１以上

原則として
要介護２以上

原則として
要介護４以上

介護療養型医療施設 要介護１以上

認知症対応型共同生活介護 要支援２以上

夜間対応型訪問介護 要介護１以上

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 要介護１以上

介護老人福祉施設 原則として
要介護３以上地域密着型介護老人福祉施設

介護老人保健施設 要介護１以上
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用具給付事業種目一覧 

補装具 日常生活用具 

（用具購入費の一部助成） （用具購入費の一部助成又は貸与） 

①義肢 ①介護・訓練支援用具 

②装具  特殊寝台Ｄ、マット、尿器 

③座位保持装置  体位変換器Ｅ、移動用リフトＦ等 

④盲人安全つえ ②自立生活支援用具 

⑤義眼  入浴補助用具Ｇ、便器、特殊便器 

⑥眼鏡  火災報知器、電磁調理器等 

⑦補聴器 ③在宅療養等支援用具 

⑧車いすＡ  ネプライザー、電気式たん吸引器 

⑨電動車いす  盲人用体温計、体重計等 

⑩座位保持いす（児のみ） ④情報・意思疎通支援用具 

⑪座位保持具（児のみ）  点字器、聴覚障害者用通信装置等 

⑫歩行器Ｂ  福祉電話、ファックスのみ貸与 

⑬頭部保持具 ⑤排泄管理支援用具 

⑭排便補助具  ストーマ、紙おむつ、収尿器 

⑮歩行補助つえＣ ⑥居宅生活動作補助用具 

⑯重度障害者用意思伝達装置  住宅改修費 

※日常生活用具は、地域生活支援事業による制度のため、市町により取り扱い品目に違い

がある場合があります。 

福祉用具貸与 特定福祉用具販売 

（用具の貸与） （用具購入費の一部助成） 

①手すり（工事を伴わないもの） ①腰掛便座 

②スロープ（工事を伴わないもの） ②自動排泄処理装置の交換可能部分 

③歩行器Ｂ ③入浴補助用具Ｇ 

④歩行補助つえＣ ④簡易浴槽 

⑤自動排泄処理装置 ⑤移動用リフトのつり具部分Ｆ 

⑥車いす（付属品を含む）Ａ 

 

⑦特殊寝台（付属品を含む）Ｄ 

⑧床ずれ防止用具 

⑨体位変換器Ｅ 

⑩認知症老人徘徊感知機器 

⑪移動用リフト（つり具を除く）Ｆ 
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わたしのしょうかい（障⇔介）シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
一般社団法人兵庫県相談支援ネットワークのホームページでダウンロードでき

ます（http://hyougosoudannet.net/） 

 

http://hyougosoudannet.net/


 

 

わたしのしょうかい（障⇔介）シート 

 

 

－1－ 

私の基本情報① 

 作成日 年  月  日 

ふりがな  相談支援専門員 

（事業所名）  
氏名 

 

介護支援専門員 

（事業所名）  性別 
 

生年月日 
 

年齢  

現住所  住民票  

TEL/FAX 
 

携帯  

家族 

構成 

 
氏名 年齢 職業 同居/別居 備考 

    □同/□別  

    □同/□別  

    □同/□別  

    □同/□別  

連絡先 

家族/知人） 私の家族 

氏名）   

関係性） 

TEL/FAX） 

家族/知人） 

氏名） 

関係性） 

TEL/FAX） 

備考 

 



 

 

わたしのしょうかい（障⇔介）シート 

 

 

－2－ 

私の基本情報② 

障害名 
 

既往 
 

手帳等 
□身体障害者手帳 （    級） 
□療育手帳    （     ） 
□精神障害者手帳 （    級） 

□自立支援医療（更生・精神通院） 
□その他（           ） 
健康保険：  

障害支援区分 
 

要介護度(申請日) 
 

経済状況 

 

備考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私が受けている公的支援（障害福祉サービス、介護保険等その他の支援） 

名称 提供機関・提供者 支援内容 頻度 

    

備考   

名称 提供機関・提供者 支援内容 頻度 

    

備考   

名称 提供機関・提供者 支援内容 頻度 

    

備考   

名称 提供機関・提供者 支援内容 頻度 

    

備考   

名称 提供機関・提供者 支援内容 頻度 

    



わたしのしょうかい（障⇔介）シート 

 

－3－ 

私の 1 週間 

 
月 火 水 木 金 土 日・祝 主な日常生活上の活動 

         
6:00         

        
         

         
8:00         

        

 
        

         
10:00         

        
         

         
12:00         

        

 
        

         
14:00         

        

 
        

         
16:00         

       週単位以外のサービス 

 
       

         
18:00         

        

 
        

         
20:00         

        

 
        

         
22:00         

        

 
        

         
0:00         

        

 
        

         
2:00         

        

 
        

4:00         
        

 

使っているサービス 介護保険で使えるサービス 私の気持ち（利用サービスに関して） 

   

介護保険ではなさそうなサービス 

 



わたしのしょうかい（障⇔介）シート 

 

－4－ 

私の「これまであった主なできごと」（生活歴） 

年月日（年齢） できごと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



わたしのしょうかい（障⇔介）シート 

 

－5－ 

私のまわりのこと（エコマップ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



わたしのしょうかい（障⇔介）シート 

 

－6－ 

私のできること 

私の望むこと・ストレングス              私の嫌なこと（苦手なこと） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【       】 

【       】 

【       】 

【       】 

【       】 



わたしのしょうかい（障⇔介）シート 

 

－7－ 

私の生きづらさ               必要な支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

        

 

  



わたしのしょうかい（障⇔介）シート 

 

－8－ 

私の想い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私の姿 

コメント 

 

 

 

 

 

 

 

【私の願い】 

【私がしてほしいこと】 
【その他に想うこと】 

【私がしたいこと】 



わたしのしょうかい（障⇔介）シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



わたしのしょうかい（障⇔介）シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県高齢障害者ケアマネジメント充実強化事業 

２０１６年３月発行 

 

一般社団法人 

兵庫県相談支援ネットワーク 

Mailアドレス.  jimukyoku1@hyougosoudannet.net 

 


